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出所：平成30年度老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業
「介護サービス事業者による介護報酬請求及び指定申請に関する帳票等の削減に向けた調査研究事業報告書」（平成31年3月）

原本証明を求めている文書の有無（自治体回答）
原本証明を求めている文書について、なしが 75.7%だった。

原本証明を求めている文書（自治体回答）
原本証明を求めている場合、資格証明が 63.8%だった。

【参考】 原本証明についての現状（H30老健事業アンケート結果）
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【参考】 「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」：自治体による様式の違いの一例

出所：各自治体ホームページより
（※サービス提供体制強化加算の場合）

Ｂ県_サービス提供体制強化加算_様式７Ａ県_サービス提供体制強化加算_様式７

職員属性の記載
項目の違い
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施設・事業所の基礎
情報把握の違い

自動計算機能なし自動計算機能なし

要件の確認のため
計算を補助する

欄あり

期間の違い期間の違い

○ 国が通知にて示すサービス提供体制強化加算の届出書においては、「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」に加えて、「各

要件（例：介護職員に占める介護福祉士の割合等）を満たすことが分かる書類」を提出することとしており、後者については具体

的な様式は設けていない。結果として、自治体により、 「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」を改変している場合や、別様

式を設けて要件を満たすことが確認できるようにしている場合があると考えられる。 3



A県_報酬請求（サービス提供体制強化加算） A県_指定申請（更新申請含む）

出所：各自治体ホームページより

酷似している

【参考】 「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」：
同自治体内で「指定申請」及び「報酬請求」時に類似の文書を求めている場合の一例

○ 指定申請時に提出する様式と加算の届出において提出様式について、内容が酷似しているが微妙に差異がある場合がある。

また、提出時期が近接している場合でも双方提出を求められる場合がある。
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○ 徳島県においては、
介護職員処遇改善加
算について、特に届出
様式が複雑であること
から、県がホームペー
ジに提出書類一式を
掲載している。

○ これを受け、県下の市
町村においては、同
様式をそのまま使用し
ているケースが多く、
結果として、運用上、
一定の様式の標準化
に繋がっている。

【参考】 県内での様式の標準化についての一例

出所：徳島県ホームページ
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出所：平成30年度老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業
「介護サービス事業者による介護報酬請求及び指定申請に関する帳票等の削減に向けた調査研究事業報告書」（平成31年3月）

都道府県の様式、市町村独自の様式の場合の理由（自治体回答）

「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」：
自治体独自の様式を使用している理由として、事業所の負担を減らすためが 44.1%と最も多かった。

【参考】 様式の標準化に関連する現状①（H30老健事業アンケート結果）

「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」：
自治体独自の様式を使用している理由として、事業所の負担を減らすためが 41.6%と最も多かった。
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出所：平成30年度老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業
「介護サービス事業者による介護報酬請求及び指定申請に関する帳票等の削減に向けた調査研究事業報告書」（平成31年3月）
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事業所が複数の申請を同時に届出る際の手続き（自治体回答）
複数申請を同時に届出る際の手続きについて、定めていないが 42.1%で最も多かった。

報酬請求の文書に関する様式や書き方あるいは添付書類等について、都道府県と市町村
の担当者が意見交換する場の有無（自治体回答）
都道府県と市町村の担当者が書類について意見交換する場について、なしが 86.4%だった。

【参考】 様式の標準化に関連する現状②（H30老健事業アンケート結果）
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出所：平成30年度老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業
「介護サービス事業者による介護報酬請求及び指定申請に関する帳票等の削減に向けた調査研究事業報告書」（平成31年3月）

加算等の届出の際に自治体に提出した文書の保管形態（事業所回答）
加算の届出で自治体に提出する文書の保管形態は紙が 50%以上だった。

基本情報を入力すると、提出に必要な加算等の帳票を出力することが可能なシステム導入
の有無 （事業所回答）
60%以上が帳票出力可能なシステムを導入していないと回答した。

【参考】 ＩＣＴ等の活用に関連する現状①（H30老健事業アンケート結果）
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システム導入していない場合の、加算等の届出の際に提出する文書作成方法
（事業所回答）
85%以上が加算等の届出文書を Word や Excel で作成していると回答した。手書き
作成は9.7%だった。

出所：平成30年度老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業
「介護サービス事業者による介護報酬請求及び指定申請に関する帳票等の削減に向けた調査研究事業報告書」（平成31年3月）

【参考】 ＩＣＴ等の活用に関連する現状②（H30老健事業アンケート結果）
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ICT 化の課題（自治体回答）
ICT 化をする場合の課題について、事業所の ICT 化整備の促進が 73.4%と最も多く、
次いで、情報安全性の確保が 70.3%だった。

出所：平成30年度老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業
「介護サービス事業者による介護報酬請求及び指定申請に関する帳票等の削減に向けた調査研究事業報告書」（平成31年3月）

現在の文書の保管形態（自治体回答）
加算等の届出の文書の保管形態について、およそ 90%が紙だった。

【参考】 ＩＣＴ等の活用に関連する現状③（H30老健事業アンケート結果）
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© Senior Housing Association

サービス付き高齢者向け住宅併設事業所について

サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム
掲載資料より現状と分析平成30年8月末より

７８％が介護保険事業所
を併設または隣接

介護分野の文書に係る負担軽減
に関する専門委員会（第２回） ﾋｱﾘﾝｸﾞ

資料１
（抜粋）令和元年８月２８日

11



© Senior Housing Association

サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム https://www.satsukijutaku.jp/index.php

表示内容は、事業者が情報提供システムから入
力し各行政が、確認したのちに表示。
共通の申請書類についてもこのシステムで入力、
出力し行政に提出。（様式は、統一）

介護分野の文書に係る負担軽減
に関する専門委員会（第２回） ﾋｱﾘﾝｸﾞ

資料１
（抜粋）令和元年８月２８日
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（介護保険の理念である「自己選択」の支援）
介護保険法に基づき、平成１８年４月からスタート。
利用者が介護サービスや事業所・施設を比較・検討して適切に選ぶための情報を都道府県及び指定都市が提
供する仕組み。

※「介護サービス情報公表システム」を使って、インターネットでいつでも誰でも情報を入手することが可能。平成３０年度末時点で、全国約２２万か所の事業所情
報が公表されている。

○ 利用者の権利擁護の取組 ○ サービスの質の確保への取組
○ 相談・苦情等への対応 ○ 外部機関等との連携
○ 事業運営・管理の体制 ○ 安全・衛生管理等の体制
○ その他（従業者の研修の状況等）

○ 事業所の名称、所在地等 ○ 従業者に関するもの
○ 提供サービスの内容 ○ 利用料等
○ 法人情報

① 基本情報

② 運営情報

※その他、法令上には規定がないが、事業所の積極的な取組を公表できるよう
「事業所の特色」（事業所の写真・動画、定員に対する空き数、サービスの
特色など）についても、情報公表システムにおいて、任意の公表が可能。

情報公表される内容

【参考】 介護サービス情報公表制度について



平成１２年４月 介護保険法施行第１期
（平成１２年度～）

平成２６年改正（平成２７年４月等施行）

○地域包括ケアシステムの構築に向けた地域支援事業の充実（在宅医療・介護連携、認知症施策の推進等）

○全国一律の予防給付(訪問介護・通所介護)を市町村が取り組む地域支援事業に移行し、多様化

○低所得の第一号被保険者の保険料の軽減割合を拡大

○一定以上の所得のある利用者の自己負担を引上げ（平成２７年８月） など

平成２３年改正（平成２４年４月等施行）

○地域包括ケアの推進。２４時間対応の定期巡回・随時対応サービスや複合型サービスの創設。介護予防・日常生活支援総
合事業の創設。介護療養病床の廃止期限の猶予（公布日）

○介護職員によるたんの吸引等。有料老人ホーム等における前払金の返還に関する利用者保護

○介護保険事業計画と医療サービス、住まいに関する計画との調和。地域密着型サービスの公募・選考による指定を可能に。
各都道府県の財政安定化基金の取り崩し など

平成２０年改正（平成２１年５月施行）

○介護サービス事業者の法令遵守等の業務管理体制の整備。休止・廃止の事前届出制。休止・廃止時のサービス確保の義務
化 など

平成１７年改正（平成１８年４月等施行）

○介護予防の重視（要支援者への給付を介護予防給付に。介護予防ケアマネジメントは地域包括支援センターが実施。介護予
防事業、包括的支援事業などの地域支援事業の実施）

○施設給付の見直し（食費・居住費を保険給付の対象外に。所得の低い方への補足給付）（平成１７年１０月）

○地域密着サービスの創設、介護サービス情報の公表、負担能力をきめ細かく反映した第１号保険料の設定 など

平成２９年改正（平成３０年４月等施行）

○全市町村が保険者機能を発揮し、自立支援・重度化防止に向けて取り組む仕組みの制度化

○「日常的な医学管理」、「看取り・ターミナル」等の機能と「生活施設」としての機能を兼ね備えた、介護医療院の創設

○介護保険と障害福祉制度に新たな共生型サービスを位置づけ

○特に所得の高い層の利用者負担割合の見直し（２割→３割）、介護納付金への総報酬割の導入 など

第２期
（平成１５年度～）

第３期
（平成１８年度～）

第４期
（平成２１年度～）

第５期
（平成２４年度～）

第６期
（平成２７年度～）

第７期
（平成３０年度～）

【参考】 介護保険制度の改正の経緯
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